
　
今
年
３
月
の
大
阪
市
議
会
で
、
存

続
を
求
め
る
住
民
の
声
に
背
い
て
廃

止
条
例
が
可
決
さ
れ
た
市
立
住
吉
市

民
病
院
（
佳
之
江
区
）
。
長
年
、
市

南
部
で
子
ど
も
と
出
産
前
後
の
医
療

を
担
っ
て
き
た
同
市
民
病
院
が
い

ま
、
２
０
１
６
年
３
月
末
の
閉
院
に

向
け
て
機
能
を
失
い
つ
つ
あ
り
ま

す
。

　
Ｈ
日
午
前
。
1
0
月
に
小
児
・
産
婦

人
科
関
連
を
除
く
内
科
・
外
科
な
ど

1
0
診
療
科
が
廃
止
さ
れ
た
同
病
院
の

受
付
は
、
幼
児
を
抱
い
た
母
親
や
妊

婦
で
混
雑
す
る
一
方
、
廃
止
さ
れ
た

病
棟
の
窓
に
は
カ
ー
テ
ン
が
閉
め
ら

れ
て
い
ま
し
た
。

　
橋
下
徹
大
阪
市
長
は
昨
年
５
月
、

隣
接
す
る
佳
吉
区
の
府
立
急
性
期
・

総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
と
「
二
重
行

政
」
に
な
っ
て
い
る
と
攻
撃
。
老
朽

化
の
た
め
現
地
建
て
替
え
が
決
ま
っ

市民病院廃止その先に
て
い
た
佳
吉
市
民
病
院
の
廃
止
と
同

府
立
病
院
へ
の
統
合
を
打
ち
出
し
ま

し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
地
元
町
会
や
医
師

会
、
「
住
吉
市
民
病
院
を
充
実
さ
せ

る
会
」
か
ら
、
住
吉
市
民
病
院
の
廃
止

反
対
・
現
地
存
続
を
求
め
る
署
名
が

７
万
を
超
え
て
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
民
間
誘
致
も
不
安

　
広
が
る
市
民
の
反
対
を
前
に
、
当

初
か
ら
現
地
存
続
を
求
め
て
き
た
日

1
0
月
に
廃
止
さ
れ
た
診
療
科
に
紙
が
は

ら
れ
た
住
吉
市
民
病
院
の
案
内
板
。
実
は

正
面
玄
関
＝
1
2
月
、
大
阪
市
住
之
江
区

本
共
産
党
だ
け
で
な
く
「
維
新
」
を

除
く
他
の
会
派
も
反
対
を
表
明
す
る

状
況
が
生
ま
れ
ま
す
。
そ
の
中
で
橋

下
氏
は
病
院
の
跡
地
に
民
間
病
院
の

誘
致
を
表
明
。
公
明
、
自
民
、
民
主

系
が
賛
成
に
転
じ
ま
し
た
。

　
今
月
４
日
、
市
は
誘
致
す
る
民
間

事
業
者
を
発
表
し
ま
し
た
。

　
３
月
に
出
産
を
控
え
て
住
吉
市
民

病
院
を
受
診
し
た
佳
之
江
区
の
女
性

　
（
3
5
）
は
「
産
科
や
小
児
科
は
経
営

が
大
変
だ
か
ら
民
間
が
減
っ
て
い
る

の
に
民
間
事
業
者
で
大
丈
夫
な
ん
で

す
か
ね
」
と
心
配
し
ま
す
。

　
こ
の
事
業
者
が
小
児
・
周
産
期
の

分
野
で
こ
れ
ま
で
展
開
し
て
き
た
の

は
産
婦
人
科
1
0
床
だ
け
。
小
児
・
産

科
6
9
床
を
展
開
す
る
と
い
う
計
画

に
、
串
は
責
任
を
持
て
る
の
か
ー
。

日
本
共
産
党
の
井
上
浩
市
議
が
議
会

で
た
だ
し
ま
し
た
が
、
橋
下
氏
は

　
「
民
間
が
や
る
っ
て
言
う
ん
だ
か
ら

邪
魔
し
な
い
で
」
と
議
論
を
す
り
替

え
ま
し
た
。

　
　
「
充
実
さ
せ
る
会
」
の
松
本
安
弘

さ
ん
は
「
計
画
を
裏
付
け
る
医
師
の

確
保
が
で
き
る
の
か
。
民
間
に
任
せ

た
か
ら
あ
と
は
知
ら
な
い
で
は
済
ま

さ
れ
な
い
」
と
指
摘
。
「
出
さ
れ
た

計
画
は
会
の
要
望
を
満
た
す
も
の
で

す
。
市
の
責
任
で
実
現
・
継
続
さ
せ

る
よ
う
求
め
て
い
き
た
い
」

　
　
公
立
病
院
の
役
割

　
　
「
大
阪
都
」
構
想
で
府
市
統
合
を

目
指
す
橋
下
氏
ら
の
戦
略
で
は
、
同

市
民
病
院
の
廃
止
は
手
始
め
に
す
ぎ

ま
せ
ん
。
府
市
統
合
本
部
の
顧
問
は

　
「
公
が
病
院
事
業
を
行
う
意
味
の
再

検
討
が
必
要
」
と
発
言
。
府
市
両
議

会
で
は
府
立
５
病
院
、
市
立
３
病
院

の
非
公
務
員
型
独
立
行
政
法
人
化
が

決
め
ら
れ
、
統
合
が
狙
わ
れ
て
い
ま

す
。

　
府
立
病
院
機
構
労
働
組
合
の
田
岡

康
秀
書
記
長
は
「
公
立
病
院
に
は
地

方
公
営
企
業
法
が
定
め
る
『
公
共
の

福
祉
の
増
進
』
の
役
割
が
あ
り
、
こ

れ
は
憲
法
の
立
場
で
す
。
非
公
務
員

型
独
法
や
民
間
病
院
に
な
れ
ば
議
会

の
チ
ェ
ッ
ク
も
十
分
届
か
ず
、
も
う

か
ら
な
け
れ
ぱ
撤
退
と
な
り
か
ね
な

い
ま
す
。

（
北
野
ひ
ろ
み
）
。
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